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令和３年度第２回女川町総合教育会議会議録 

 

１ 招集月日 令和３年１２月１７日（金）午前 10時 00分 

２ 招集場所 女川町役場庁舎 ３階 小会議室 

３ 出 席 者 須 田 善 明 町長 

村 上 善 司 教育長 

横 井 一 彦 教育委員 

新 福 悦 郎 教育委員 

中 村 たみ子 教育委員 

山 内 哲 哉 教育委員 

４ 欠 席 者 なし 

５ 参 考 人 なし 

６ 事 務 局 阿 部   恵 教育総務課課長 

中 嶋 憲 治 生涯学習課課長 

千 葉 一 志 教育総務課課長補佐 

田 中 浩 司 教育総務課課長補佐兼指導主事 

坂 本 忠 厚 教育総務課教育指導員 

高清水 英 俊 生涯学習課課長補佐兼社会教育主事 

後 藤 雄 喜 生涯学習課体育振興係長 

７ 傍  聴 ０名 

８ 開  会 午前 10時 00分 

教育総務課長 ただ今から、令和３年度第２回女川町総合教育会議を開催いた

します。 

なお、会議は原則公開でございます。 

また、会議録作成のため録音させていただきますので、予めご

了承願います。 

本日お配りしております、次第の４番「報告事項」までは、事

務局において進行させていただきます。 

それでは、はじめに、開会に当たりまして、本会議を開催いた

します女川町長須田善明からご挨拶を申し上げます。 

９ 町長挨拶  

町長 皆さん、おはようございます。 

本日、今年度第２回目の会議ということで、委員の皆様には、

お忙しい中お時間お取りいただきまして、ご参会いただきまし

て大変ありがとうございます。 

また、年末ということでもございますので、本年も大変いろい

ろお世話になりまして、ありがとうございました。 

新型コロナウイルス感染症の影響が続く中で、新年度に入って
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からも、子供たちの学びあるいは育みということを、ご家庭で

もご苦労がずっとあってということだと思いますし、学校の先

生方もご苦労も多かったかと思いますが、一つ一つの行事も、

形を変えながらでも実施もいただきまして、またそれも、保護

者をはじめ、いろいろな皆様のお支えによってなされたところ

かというふうに思います。 

改めて、この１年お世話になりまして、ありがとうございまし

た。 

今日、２回目の会議ということで、今日は報告事項で学校の現

状ということでございますが、生涯学習課のお話がメインとい

うことでございまして、今後に向けての特に取組、とりわけ女

川スタジアムが新年から供用開始ということもございまして、

今後の展開等について、生涯学習課としてのまず考え方も、事

前にある程度ご存知の部分はおありかとは思うのですが、また、

それについて皆様からもご意見をいただきながら、今後のこと

に活かさせていただければと存じます。 

引き続き、様々な認識を共有させていただきながら、町政運営

を進めてまいれればと思います。 

どうぞよろしくお願い申し上げまして、ご挨拶といたします。 

教育総務課長 ありがとうございました。 

続きまして、教育委員会を代表いたしまして、村上教育長より

ご挨拶をお願いいたします。 

10 教育長挨拶  

教育長 改めまして、おはようございます。 

町長のご挨拶のあとに大変恐縮でございますが、ひと言述べさ

せていただきたいと存じます。 

ただ今、町長からもありましたが、本当に年末の慌ただしい中、

教育委員会会議を先月行ったばかりということで、引き続きと

いうことで、教育委員の皆様にはご苦労をおかけしております。 

これも町長からありましたが、コロナ禍の中で、もう２年近く

子供たちは大変ストレスのたまるような生活を余儀なくされま

したが、いろいろなご支援のおかげでここまでたどり着くこと

ができました。 

昨日、中学校では、いよいよ受験に向けての話し合いが行われ

たようでございます。 

昨日、特別支援学級のクリスマス会に行ったときに第３学年の

生徒とお会いしまして、勉強していますかと言ったら、はい、

やっと本気になってきましたというようなことを久しぶりに聞
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いて、いよいよ目の色も変わってきたのかなというような感じ

がしたところでございます。 

学校では、おかげさまでこれまで大きな事故等もなくここまで

たどり着くことができましたが、ハード面のみが脚光を浴びて

いるような様子で非常に心苦しいところもあるのですが、いわ

ゆるソフト面、学力も含めた子供たちの志など、そういうとこ

ろをしっかりと育てていかなければならないと思っているとこ

ろでございます。 

一方で、これも町長の話にございましたが、女川スタジアムな

ど、生涯学習のいわゆる社会体育施設がほとんど完成しており

ます。あるアドバイザリーの方から、こんなに恵まれていると

ころはないと。駅から行ってマリンスポーツもできるし、すば

らしい人工芝のグラウンドはあるし、学校もここにあるしとい

うことを言われて、改めてその中にどっぷりつかっている自分

がいるなと感じたところでございます。 

今日は、社会体育施設とここで銘打っておりますが、それらに

ついての状況等を報告させていただきまして、これからの女川

町のスポーツ関係の充実についてご忌たんのないご意見をいた

だければと願っております。 

限られた時間ではございますが、よろしくお願いいたします。 

町長にはお忙しい中足を運んでいただき、ありがたく思ってお

ります。 

今日はよろしくお願いいたします。 

11 報告事項  

教育総務課長 次に、次第４番「報告事項」に入らせていただきます。 

女川町立女川小・中学校の現況についてでございます。 

村上教育長からお願いいたします。 

教育長 それでは、大変恐縮でございますが、座ったままでお話させて

いただきますことをお許しいただきたいと思います。 

資料は、「総合教育会議話し合い資料」、それから「別添資料」。 

教育委員の皆様には重複する資料が多々ありますが、小学校、

中学校の「学校だより」の最近のものを配付しておりますので、

重複するかもしれませんが、時間のあるときお目通しいただけ

ればと思っております。 

早速入らせていただきます。 

１ページと２ページには長々とまとまりのない文章を書かせて

いただいておりますが、ただ今も申しましたが、子供たちはほ

ぼ２年間、新型コロナウイルス感染症に悩まされた２年でもご
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ざいました。 

最近では、小学校第１学年も学校に慣れまして、マスク生活も

慣れてきましたし、一人で外にいるときはマスクを外してもい

い、あるいは校内で運動するときはマスクを外してもいいとい

うことで、柔軟な対応をしております。 

石巻地区では約２カ月間感染者がいないという状況も踏まえま

して、だからといって気を抜くわけではないのですが、その状

況に応じて柔軟に対応してほしい旨を校長・教頭会議でお願い

しているところでございます。 

一方で、新たな変異株オミクロンも出てまいりましたので、気

が抜けない状況であることも確かでございますので、この辺の

ところをうまく情報共有などをしながら進めていきたいと思っ

ております。 

あと、ここに書かせていただきましたが、おかげさまで、施設

一体型小中一貫教育学校が完成いたしまして、１年以上の歳月

が流れております。 

この前、志波町、矢巾町の教育委員会の皆様のご視察をいただ

きました。校舎の造りにびっくりしておりまして、すばらしい

校舎だなと、改めて認識したところでございます。 

一方で、町長からもご提唱いただいた「女川生活実学」や、中

学校教諭の小学校への乗り入れ指導については、ごく自然な形

で行われるようになってまいりました。 

また、行事等もおかげさまで予定どおり実施することができま

した。 

一方で、継続的な課題となっております児童生徒の学力向上に

ついては、議会でも取り上げていただいておりますが、現在、

調査結果や、あるいは、いろいろなことを踏まえて学校全体の

課題として共有し、改善に取り組んでいるところでございます。 

いじめ、不登校等については、件数、それから不登校生徒等は

いるのですが、重大事態までには発展しておりませんが、ここ

は、これまでも継続しているように、気を緩めずに取り組んで

まいりたいと思っております。 

中学校第３学年については、先程の挨拶で申し上げたとおりで

ございますが、放課後学習や女川向学館に子供たちが土曜日、

日曜日も行っているという報告をいただいております。 

先程、山内委員から、不登校になっている生徒が女川向学館に

顔を出したという大変うれしい報告もいただいたところでござ

います。 
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いずれにいたしましても、令和３年度、残り３カ月でございま

すので、頑張ってまいりたいと思っております。 

今日は「別添資料」に基づきましてご報告をさせていただきま

す。 

なお、教育委員の皆様には、11月の教育委員会会議と重複いた

しますことをお許しいただきたいと思います。 

「別添資料」に入る前に、「総合教育会議話し合い資料」２ペ

ージの児童数ですが、小学校は、５月１日より５名増加してお

ります。来年度の新第１学年は 39 名の予定で、また２クラス

になる予定でございます。教職員等については、変わっており

ません。 

中学校は、１人転校した生徒がおりまして、５月１日より１名

減となっております。教職員等については、４月当初と変更ご

ざいません。 

全体では、小・中学校で、年度当初よりも４名増加した形にな

っております。 

では、「別添資料」に入らせていただきます。 

１ページ目は、校長・教頭会議で出された資料でございます。 

１番の学校の様子、それから小中一貫教育の進捗状況等がここ

に記されております。 

かいつまんでお話させていただきます。 

大きなスローガンを小学校、中学校とも四つ掲げて、小・中学

校併せてこのような形でやっております。 

例えば、進んで学ぶ児童、小学校では勉強いっぱい、中学校で

は磨練という目標を立てておりますが、その中では、小学校で

特に今は国語科教育の充実、「読むこと」。これは全国学力・学

習状況調査で課題として挙げられたものですから、これに今力

を注いているところでございます。 

それから、(３)のたくましい児童（元気いっぱい）、中学校で

は鍛錬ということを掲げております。 

小学校では、Web上でなわとび大会をやるのですが、これに今

年度初めて参加いたしました。まだその結果等は届いておりま

せんが、頑張ったところでございます。 

それから、中学校の新人大会等につきましては、２ページ目に

記されておりますので、ご覧になっていただきたいと思います。

特設水泳部と特設剣道部がございますが、スポーツクラブに入

っている子供たちでございます。 

剣道については、町内で練習している生徒と石巻で練習してい
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る生徒がおりまして、時々この剣道や水泳に出ております。 

また１ページに戻らせていただきます。 

小中一貫教育「女川プラン」では、まず、女川生活実学等につ

いては、修学旅行等も含めて、職場体験学習などが行われたと

ころでございます。 

それから、あとでもお話ししますが、女川商売塾、12月 13日

だったかと思うのですが、１回勉強会をしまして、今年は中学

生も入って小・中学校一緒に行う予定でございます。非常にこ

れは楽しみにしているところでございます。 

以下、そこにあるようなことが記されております。 

３ページをお開きになっていただきたいと思います。 

これは議会でも取り上げられた、うみねこルール、それからス

ーパーうみねこルールでございます。 

10月まででございますが、このような形になっております。 

ここの数値の信憑性というか、それは確かにあるのですが、以

前と比べれば、正直に書いているのかなと先生方は話しており

ました。 

10月は、第３学年は文化祭や修学旅行などあったのですが、例

えば「夜 10:30以降スマホ・ゲームをしない」が第３学年で 39％

しかやっていない。35 人の 30％ですので数も少ないといえば

少ないのですが、このような状況になっております。 

私が一番校長・教頭会議でうるさく言ったのは、３番目の「週

３回以上家で勉強のために机に向かう」で、36％がないと言っ

ていますが、これはどういうことだと言ったら、女川向学館で

勉強してくるから家で勉強しないというような回答もありまし

た。 

それから、図書館の貸出し冊数については、小学校は順調にき

ております。 

中学校も去年よりは増えているのですが、このような状況でご

ざいます。 

ただ、中学校で非常に本を好きな生徒が、数は少ないのですが

おりまして、非常にいいことだなと思っております。 

それから、学校適応感尺度というものがあって、生活満足感な

どがここに載っているところでございます。 

いじめアンケートにつきましては、ここにあるのは本当に軽微

なものなども全部含めたものでございまして、この中で小学校

が継続的に指導しているのは、ここには記されておりませんが、

４件ほどございます。ただ、重大事態にはなっておりませんが、
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先生方が見守っているような状況でございます。 

４～５ページは、働き方改革に伴う、先生方のいわゆる時間外

と言った方が早いかもしれませんが、17時以降の１カ月の在校

（庁）時間を書いたものでございます。これはあとで細かくお

話させていただきます。 

それでは、６ページに入らせていただきます。 

11月の状況でございますが、そこが一番分かりやすいかなと思

ってまとめさせていただきました。 

これは、校長・教頭会議で、あるいは教育委員会会議で報告を

させていただいたものから抜粋させていただいておりますこと

をお許しいただきたいと思います。 

小学校は、おかげさまで不登校児童とか、不登校相当といいま

すか、15日から 30日まで休んだ子供になりますが、準不登校

で時々休みがちという感じで捉えていただければいいのですが、

これが第１学年に１人おります。 

今のところ、この児童以外は、不登校あるいは不登校相当の児

童はおりません。 

各学年の様子は、ここに書かれているとおりでございます。 

冒頭申しましたように、全体的には落ち着いて学校生活に取り

組んでおります。 

ただ、心配といえば心配なのが、第５学年に１人配慮を要する

児童、さらには、いろいろ声をかけなければならない児童がお

り、この第５学年のところを今強化しているところでございま

す。 

７ページに入ります。 

第６学年につきましては、合同文化祭の発表等ですばらしい演

技等を見せてくれました。また、遅くなって行われた修学旅行

等でもしっかりと行ってきまして、これから小学校の最後の仕

上げに向かっているところでございます。 

特別支援学級は、おかげさまで子供たちは元気に過ごしており

ます。挨拶でも述べさせていただきましたが、クリスマス会で

も小学校の子供たちは立派に演奏などを披露しておりました。 

職員の様子に入らせていただきます。 

10月の正規の勤務時間外における在庁（校）時間が 80時間を

一つの目途にしておりますが、ここには５名報告されておりま

す。合同文化祭などがありまして、時間が小学校では珍しく延

びておりまして、５名の先生方が 80時間を超えました。 

一番多かったのがＨＡ先生、あとＧＲ先生、教頭というと一人
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しかいないのですぐに分かるのですが、教頭先生と、ＥＴ先生

は、第５学年の児童への対応等、相談や保護者の対応などの時

間があったようでございまして、あとＮＩ先生でございます。 

それから、転入職員・初任層及びサポートが必要な教諭とあり

ますが、今のところ、病休等で休んでいる先生はおりません。 

ＫＲ先生、第２学年の担任の先生でございます。ここには坂本

教育指導員がほとんど毎日顔を出していろいろ指導していただ

いているおかげで、４月当初とは全然違い、クラスの雰囲気等

も変わってきております。第３学期もこのような形で進めてい

きたいと思っております。 

２番目は、ＳＫ先生です。初任で、第１学年の担当でございま

す。一生懸命になってやっております。 

ＥＴ先生は、第５学年の子供たちの指導に本当に一生懸命にな

ってやっておりますが、なかなかうまくいかないというような

こともありますが、副担任をつけたり、あるいは教頭、教務主

任の先生が入ったりしながら支えているところでございます。 

８ページに入らせていただきます。 

講師のＵＹ先生が第５学年の副担任という形で入っております

が、児童とのトラブル等があったりして自信をなくした時期も

あったのですが、ここへきて頑張っているところでございます。 

生徒指導関係では、「あいさつの虹」ということで、あいさつ

運動の徹底を図りました。 

それから第４学年で、いじめというか、今も指導している件数

のうちの一つですが、ある児童が暴言を吐かれたり蹴られたり

しているというような報告があった件でございます。 

早速、学校で児童に話を聞き、後日、お互いの保護者を呼んで

学校で指導したところでございます。それでお互いに納得して、

今は２人とも仲良くやっているところでございます。 

一件落着したわけではないのですが、今、見守っているような

状況でございます。 

それから、小学校では、第５学年に今一番配慮しなければなら

ない児童にがおります。学校でなぜこういう行動を起こすのか

と家族の方も心配しておりました。 

それから、第６学年には、去年からずっと継続的に話し合いや

取組を行っている児童がおります。まだまだ一日のうちに感情

のアップダウンはあるのですが、おかげさまで修学旅行にもち

ゃんと行ってきましたし、この前の議会見学等でも全然目立た

ない児童になってきました。 
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これからもきちんと支援をしていかなければならないのですが、

今度中学校に入るわけですので、教科担任制になったらどうか

という話し合いを今、田中指導主事を中心に話し合いを行って

いるところでございます。 

以下、ここに書かれているようなことがございました。 

９ページをご覧になっていただきたいと思います。 

これは、小保連携ということで、町長にもいろいろお話をいた

だいたところでございますが、今回は、保育所からそれぞれ子

供たちが来校して遊具や校庭で第１学年と交流いたしました。 

なお、教育大綱の骨子のところをこれから見直しを図っていか

なければならないと思って、今その作業に取り組んでいるとこ

ろでございます。 

10ページからは、中学校でございます。 

不登校生徒、不登校解消に努めているのですが、いわゆる 30日

を超えている生徒は７名おります。 

この中で心配なのが第１学年の生徒さんでございます。この子

とは毎日連絡等を取っておりまして、その毎日連絡を取ること

は大丈夫かというようなことは新福委員からもご指摘をいただ

いたのですが、本人はあまり苦にならないということで、現在

も連絡等取っておりますし、保健室登校等を行っております。

その保健室等別室登校の生徒でございます。 

２人目は、第２学年の生徒ですが、継続的に休んでおります。

家庭的にもちょっと課題があるといえば課題があるところでご

ざいまして、お姉さんも休んでいたのですが、高校に行って、

今、元気に登校しております。学校では毎日伺ったり、あるい

は電話をしたりして対応をしております。 

それからもう１人、第３学年の生徒さんですが。 

学校では、夕方でもいいよとか、土曜日、日曜日でもいいよと

いうことで、いろいろあの手この手でやったのですが、なかな

か学校には顔を見せてくれませんでしたが、担任とはつながり

があるようでございます。 

それで、先程山内委員から本当にありがたいお話をいただいた

のですが、女川向学館に顔を見せたということでございました。 

この第１学年の１人と第２学年、第３学年、この３名が継続的

に休んでいる生徒でございます。 

学年別生徒の様子については省略させていただきますが、第１

学年は、何といっても学習面が心配でございます。ただ、入学

時と比べると、クラスの雰囲気や、子供たちのやる気は間違い
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なく向上してきております。 

第２学年は、概ね元気に活動しておりますし、勉強等も頑張っ

ております。 

第３学年は、繰り返すようですが、受験に向けて頑張っており

ます。 

先生方については、中学校はどうしても部活動の新人大会、合

同文化祭等があって、いつも勤務時間外在校（庁）時間の１番

がＦＳ教諭でございます。ブラスバンド等で本当に頑張ってお

ります。それからＡＴ教諭とＹＴ教諭、教頭等が出ております。 

11ページにまいります。 

転入職員及び初任層並びにサポートが必要な教員については、

小学校同様、病休等の先生はおりません。ここに書いていると

おり、それぞれが頑張っているところでございます。 

最後の 12ページに入ります。 

この１点だけお話させていただきます。 

第３学年の生徒さんですが、早く家を出たいと言っておりまし

て、当初は通信制高等学校を希望していたのですが、ごく最近

の調べでは、就職したいと。コンビニで働いて早く家を出て自

立したいというような話をしているようでございます。 

学校でも頭を痛めているのですが、養護教諭の先生、あるいは

美術の先生とのコミュニケーションは取れているようで、とに

かく最後の最後までそこを一つの窓口にして、現在もいろいろ

働きかけをしているところでございます。 

一番下は、第３学年の生徒さんでございます。体調面で配慮し

なければならないところがありますが、進路先等でいろいろ悩

んでおりまして、学校では、生徒に合った進路先を提案しまし

たが、本人、保護者が別の高校を希望しておりますので、今、

個別指導を行っているところでございます。 

続きまして、話題を変えまして、16ページからは生涯学習課関

係でございます。 

学校への講師派遣、「協働教育プラットフォーム事業」という

ことで、高清水社会教育主事が中心となって、きめ細かな配慮

をいただいております。 

ここには、その主なものを記載させていただきました。 

まず一つは、職場体験でございます。第１学年と第２学年が行

いました。 

それから、キャリアセミナーというものを第２学年で行いまし

た。このときの講師になっているのは、前の総務課長さんでご
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ざいます。 

以下、ここにあるようないろいろな事業といいますか、教室を

学校講師派遣という中でやらせていただいております。 

それから、潮活動は、11月 17日に感謝の会を行って、終了し

たところでございます。 

17ページに入ります。 

今年度から正式に取り組んでおりますおながわ放課後「楽校」

は大変盛況でございまして、現在のところ、11月 29日現在で

80名を超える児童が参加しております。 

もちろん全員が来るわけではないのですが、坂本教育指導員や

高清水社会教育主事が配慮して、いろいろな講師を呼んだり、

あるいは基礎学習の勉強会をしたり、そういうことを今やって

いるところでございます。 

以下、ここにあるようなことが書かれております。 

18ページが、女川商売塾の参加者の名簿でございます。 

先程も申しましたが、12月 13日だったと思いますが、勉強会

を行ったところでございます。中学生と小学生がこのように６

人でメンバーとなって、３班に分かれてやるようでございます。

これは非常に楽しみにしているところでございます。 

最後になります。 

これは、教育委員の皆様方には何度か紹介したのですが、全国

豊かな海づくり大会が石巻であったときに、中学校の部で水産

庁長官賞をいただいた文章でございます。 

「海と生きる」ということで、私も最初は何気なく読んでいた

のですが、19ページの下の方に、町長がいらっしゃるからこれ

を載せたというわけではないのですが、「最後の視察活動は、

須田女川町長の講話でした。」から 20ページまでずっと書かれ

ておりました。これは何だと思って、教育委員さんにまずはご

紹介したところでございます。 

当時は仙台二華中学校の第３学年のときに書いたようでござい

ます。現在は、あそこは中高一貫なので、仙台二華高等学校の

第１学年のようでございますが、校長先生が存じ上げていると

思うので聞いたら、非常にアグレッシブと言っていました。非

常に前向きで、期待される生徒だということで、楽しみですと

いうことを言っていました。 

20ページの最後のところに、「私も近い将来、女川のように海

と笑顔で暮らせるまちづくりをしたいと思います。」という結

びがあります。大変これはすばらしいなと思って添付させてい
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ただきました。 

以上で、現況について終わらせていただきます。 

なお、前回の教育委員会会議で教育委員の皆様方には中学校の

様子を参観していただいて、まだ感想等をお聞きしていなかっ

たので、併せてそれらも出していただければと思います。よろ

しくお願いいたします。 

教育総務課長 ありがとうございました。 

それでは、教育委員の方々から参観のご感想などをひと言ずつ

ということで、よろしいでしょうか。 

横井委員 先日参観させていただいた中学校第２学年のクラスだったので

すが、一番難しい時期なのでどうなのかなと思ったのですが、

自分の子供のときと比べると、当然半分くらいの人数なので、

逆に少人数になった難しさというか、いろいろ不登校とかその

他で問題のある子供のほかにも、こういうところに名前が挙が

ってこない生徒も、あとで教育長にあの子がという話をしたと

きに、彼はどうこうというような返事がくるぐらい、それはも

う分かっていらっしゃることだったんだなと思ったのですが、

少人数の中でも授業に参加できていない、あるいは、サポート

の先生が入っていてもなかなかフォローできないとなってくる

と、先程、この会が始まる前にも、受験を前に、昔みたいにも

う少し頑張って、ある意味上を目指すという言い方は変かもし

れませんが、より自分の実力を高めようとするような機運とか

醸成という中で、こういう状態が今後も続いていくと、なかな

か難しいのだな、みんなでサポートするにはどうしたらいいの

かなと思われるような感じを抱いて帰ってきました。 

簡単ですが、以上です。 

教育総務課長 ありがとうございます。 

続きまして、新福委員、お願いします。 

新福委員 私も何クラスか見させていただきました。 

まず、全般的に、先生方ができるだけデジタル教材を活用して、

大型テレビ等で分かりやすく生徒に伝えようという努力とか工

夫というものを感じました。 

また、小学校で、乗り入れ指導で中学校の先生が英語を教える

という場面を見ましたが、ＡＬＴとの兼ね合いとかそういうの

はちょっとは気になりましたが、でも、うまくいっているのか

なと。専門の先生が来て英語の授業をしていただいているとい

うことが、やはり効果はあるのかなというふうに思いました。 

中学校第３学年のクラスで公民の授業、私、社会科が専門でし
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たので見させていただきましたが、やはりこの時期というのは、

私もそうでしたが、進路に揺れる時期でもあって、進路に向け

て一生懸命頑張っている子供たちが圧倒的多数の中で、先程あ

りましたが、配慮しなければならない生徒さんは、どのクラス

にも、どの学校にもいて、それにどう教師集団として対応して

いいのかという難しさみたいなものを、私もそうでしたが、先

生方は苦労して悩みながらやっているのかなという印象を持ち

ました。 

でも本当に学校が、教室も含めて環境が整って、学習に対する

意欲を喚起できる場づくりみたいなものができてきて、先生方

もいろいろ工夫しながら授業に向き合ってやっているので、こ

れからは地道に毎日積み上げていくしかないとは思うのですが、

より子供たちが意欲的に取り組めるような、前回見たときも私

は話をしたのですが、なかなかグループ活動みたいなものがな

くて、今回もそれを見る機会がなかったので、もう少しお互い

に学習し合うという場面があっていいのかなということを感じ

た部分はありましたが、そういう印象を持ちました。 

教育総務課長 ありがとうございます。 

続きまして、中村委員、お願いいたします。 

中村委員 私は、本当は希望は第１学年だったのですが、体育ということ

だったので、教室での授業を見たいと思っていたので、社会を

見学させていただきましたが、やはり、今、横井委員と新福委

員がおっしゃったようなところは課題かなと思いました。 

デジタル教材を先生方もうまく使いこなして提示してはいらっ

しゃるのですが、やはり「主役は子供」というところを忘れな

いでほしいなと。ですから、子供が学習している姿がどんどん

見えてこなければいけないかなと思いました。 

先生が一方的にお話をし、デジタル教材も上手に使って提示は

しているのですが、その学習課題の提示に応えるだけの活動を

子供たちがしているのかどうかというところが課題かなと。 

だから、話をしている、つまり言葉を発している子供は本当に

限られた少人数だったのではないかな。学級人数が少ないので

すから、全員が一言でもその１時間内に話ができるような場面

を設定していかないと、言葉を出せる子供は出せるけれども、

そうではない子供は、本当に一言も発しないまま１時間を過ご

してしまう。そうすると学習への参加意欲というものもどんど

ん低下していく。だから、グループ学習でも何でもいいから、

子供たちが言葉を発して学習に参加している場面を、確実にそ
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の１時間の中でどこかにつくっていただけるといいのかなと思

います。その積み上げが成果につながっていくのかなという感

じを受けました。 

以上です。 

教育総務課長 ありがとうございました。 

続きまして、山内委員、お願いいたします。 

山内委員 私は第２学年と第３学年に子供がいまして、学校の事情は子供

からも聞いていましたので、やはりこの子がこういう感じなん

だなと、今、皆さんが話されたような感じのことは耳にしてい

たので、それを確認できたなという感じでした。 

一方で、私も乗り入れ指導に関していえば、非常に興味深くて、

タイミングがいいというか、見させていただいたのですが、専

門的なものを小学校の段階から授業を受けられるという点、新

福委員がおっしゃたような形は非常にいいなと思います。 

一方で子供たちが、来年度、転任がなければ、この先生に中学

校へ行って英語を教わるんだというその信頼関係だったり、先

生側から見れば、その子供たちの個性というか、そういうもの

を中学校の４月のよーいドンというふうなスタートラインから

ではないところで、もう察知できるというか、そういうところ

が非常にメリットなんだなということを改めて感じられたとい

うか、今まで乗り入れ指導に関してあまり考えたことがない観

点を今回感じられたなと思ったので、そういったところのメリ

ットをもっと、保護者の方というか、ＰＴＡの人たちに前面に

出していってもいいのかなということは非常に思いました。せ

っかくこういうことをやっているので、こういうこともあるん

ですよということを、もっともっと保護者の方に分かってもら

えればいいのではないかということを感想として思いました。 

以上です。 

教育長 先程横井委員から出たのは、「総合教育会議話し合い資料」の

４ページを開いていただきたいのですが、進路のことについて

は割愛してしまいましたので、補足させていただきますが、現

時点での希望はこのような状況でございます。 

それで、先程横井委員がおっしゃられたのは、「このくらいだ

ったらＡ高校に行って頑張れ」と、私も思わずそういうことを

言ってあとで反省したのですが、そうするとその子が「いや、

Ａ高校は大変なので、Ｂ高校でのびのびとやる」というような

ことを話したのです。「そんなことを言わないで、勉強、あま

りしていないんだろう」と言ったら、「いや、先生、勉強はち
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ゃんとやります。11月からやっております」と言っていたこと

がありました。 

それはいいのですが、何かそういうふうな、横井委員がおっし

ゃったように「でも頑張って」とか、そこが育てきれなかった

かなと思っております。 

何もかも皆上を目指せばいいというようなことを言っているの

ではないのです。何もかもどこの高校を目指せというようなこ

とではないのですが、もう少し挑戦、アグレッシブというか、

そういうところが出てくればなと思いつつも、結構こうやって

頑張っているので、それはあとそれぞれの子供たちの人生なの

で、そこで一発頑張るというようなことも大事かなと思いなが

らも、以前のように、とにかくこういうことで頑張るというよ

うな子供が少なくなったということは、そういう気持ちをやは

り醸成していかなければならないのかなと思いました。 

それから授業では、中村委員が話された、一人とにかく一発表

とか、あと、これは新福委員からいつも言われているのですが、

ペア学習とか、これは授業改革の中の一つの大きな今ポイント

になっているところなんです。 

きれいに授業をまとめるのではなくて、ぐちゃぐちゃになって

もいいから、最初の 15 分は一斉にしたら、あとは完全に分か

れてやるとか、そういうことを思い切ってやってほしいという

ことを話しているのですが、そこに踏み切れないでいるという

ようなところもあるんです。先生方の怖さみたいなところがあ

るような気がして、ここをとにかく打開しなければだめだと思

って、22 日に女川向学館と、鈴木会長がよく言う本音トーク

で、こうするべきではないかとか話したいなと思っているので

すが、そんな感じがしています。 

そして、ペア学習などをさせると、ワーワー騒がしくなるとこ

ろを見られるのを怖がっているようではだめなんだと言ってい

るのですが、そこが踏み切れないでいる。ちょっと私も歯がゆ

いところがいっぱいあるのですが、これはちょっと余談でした。 

そういうのは、新福委員、どうですか。私は教師集団の問題だ

と思っているのですが。 

新福委員 そうですよね。やはり、いかに授業内容を早く進めていくかと

いう進度の問題もあるし。だからそういう意味では、カリキュ

ラムをもう少し上手に自分なりに組み替えてやっていくという

のは、私はすごく大事だと。単元の中で組み替えてやっていっ

て、そういう場面をつくっていくというふうな考え方が先生方
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の中に出てくればいいのですが、どうしても教科書に縛られて、

それでなかなか授業改善ができないという、そういう形も結構

あるのではないかなと。 

何か先生方の意識改革みたいなところがあれば、何かきっかけ

をつくる必要があるかなと、そういう気がしますね。 

なかなか変わらないですよね。（「変わらないんだ」の声あり）

なかなか変わらないです。それは成功体験を見ていないからで

す。逆にうるさくしても、授業の中で子供たちはうるさくして

いいんですよね。（「そうそう」の声あり）その方がのびのびし

て学校が楽しいし、いろいろおしゃべりできて、コミュニケー

ション取れて、人間関係もつくれるし。だから、先生たちは教

えすぎるのかもしれないですよね。 

教育長 話しすぎますね。 

新福委員 そうですね。 

教育長 中学校は特に、確かに分からない数学を１時間座っているのは

苦痛だとよく言うけど、全部の教科がそうじゃないだろうと。

音楽や技術家庭などもあるだろうと。社会なんてもっと面白い

はずだということで、いつも言っているんです。 

だったら数学は、最初、15分は一斉にしてもいいから、あとバ

ラバラでもいいのではないかとか、理科だったら実験をたくさ

んやって楽しくやった方がいいのではないかといつも提唱はし

ているのですが、そうやってしている先生もいないわけではな

いのですが、そこになかなか踏み切れないでいるところを解決

しないことには、先程、横井委員から出た子供たちの意識の問

題とか、そういうものがなかなか上がっていかないかなと思っ

て見ているんです。 

中村委員 子供たちのそういう話し合う活動意欲というか、そういうもの

も、もっと自分の力を高めようとか、先程おっしゃっていた上

を目指そうではないですが、そういう意欲を高める一つにもな

っていくような気がするんですね。 

授業の中でシーンとして、自分の中だけに閉じこもった学習を

していると、なかなかそういう気持ちも育たないと思うので、

できれば、向上心を高めるためにも、子供同士のコミュニケー

ション力というか、そういう機会を与えて、そして力を高めて

いくような学習を常に行っていけば、そういう向上心も、それ

こそ向上していくような気がするのですが。 

教育長 それで、そういうことをとにかく小学校第３学年あたりまでに

まず、国語力ではないですが、培っておいて、あと発達段階に



17 

 

応じてやらせる。あるいは、女川町では必ず小学校はペア学習

をやっているんだとか、そういうことでやれないかというよう

なことで、とにかく小学校第３学年あたりまでが一つのポイン

トなので、その時期あたりまでにそういうことを入れられない

かということを提唱しているんです。 

そうすると、中学校のＴ先生は、教育長、メンバーが固定され

ているから、話をしても、どうせあの人はああいうことを言う

とか、またあの人がこう言ったと。だからそこを打破しなけれ

ばだめだろうと。じゃあ教育長やってみせてくださいと言われ

るのだけど。そういう問題ではないんだと。だったら、私とあ

なたで１カ月交代しましょうとまで言ったのですが。あなたが

こちらに来て、私がそちらに行ったら１カ月でできると言った

ら、そんなに簡単にできますかねと、いつもやり取りはするん

です。 

Ｔ先生は一生懸命になってやっております。本当にやっており

まして、いろいろ工夫して。そのためには、先程山内委員から

出たように、小学校の子供を理解しなければならないと喜んで

行ってやってくれているんです。 

それは置いておきまして、何気なくその言葉の中に、話しても、

「誰と誰を組ませる」、「そうだよね」で終わってしまうと。そ

こでなぜもっと話をしないんだと言うと、いや、話をしても、

あとけんかになるというような話になっているのですが、だっ

たら、どこも小規模校がみんなそうではないだろうと。７人で

あれ、100人であれ、そういうことがきちんとできているとこ

ろはできているのだから、持っていき方ではないかということ

は言っているのですが、組み合わせの仕方にもあるしと。 

このペア学習、グループ学習というのは大事なのですが、どう

もまだ一斉授業が主になっていることは確かです。 

あとＩＣＴは、確かに使い方はすごいんです。すごいけど、私

いつも言うのですが、それで、言葉は悪いのですが、逃げてい

る、誤魔化しているというか。誤魔化してはいないのですが、

効率化を図っているようで、実は肝心なものが抜けているみた

いなところは感じます。 

山内委員、どうですか。 

山内委員 昨今のと言ったらあれなんですが、昔からですが、一定層いる

低学力層の子たちというのが、一斉授業の中でどうしても先生

の授業についてこれないときに、ある時間が過ぎたときにシャ

ットダウンしてしまうような気がするんですよね。 
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そういった子の話を聞いてみても、一日５時間なり６時間の授

業の中で、多分シャットダウンしている時間というのが非常に

長くて、では、その時間に彼らがやれることを本来やった方が

いいのではないかなというのはずっと思っていたことではあっ

たのですが、それをペア学習だったり、子供たち同士の学び合

いという形を取ると、そういった子がシャットダウンをしたあ

とでも、オンの状態に戻るというか、もしくはシャットダウン

しないで継続した形で授業に取り組むというか、何か授業イコ

ールシャットダウンするものとか、極端な話、人の話を聞くイ

コールシャットダウンするもの、どうせ分からないことみたい

な、何かそういうイコールになっている子というのが非常にこ

こ数年見てとれるなと思うので、そういった改善にもつながる

ような感じかなと思っているので、中学校になってからそうい

った子供たちのケアをすると、非常に傷口が、変な話深いとい

うか、なかなか難しい点もあるので、小学校のあたりからその

辺のケアをしていくというのは理想なのではないかなと思って、

できれば、そういったアクティブな形というのは取れるのでは

ないかなと思っています。 

教育長 いわゆる２割の法則ではないと。私の持論なんですが、やはり

２割、３割の子供をどうもっていくかなんです。そのためには

本当に思い切ってやらないと。そのベースとなるものが教師と

の信頼関係なんです。そういうものがないところでやったので

は、ますますそういう子供たちが浮かび上がってしまうので、

学級づくりとかそういうものは、小学校のあたりからしっかり

やらなければならないのですが、よく助け合い学習が一時はや

ったのですが、それを今でもやっているところがあるんです。 

私たちの町では、町の補助教員とか村の補助教員を配置できな

いんだと。そうすると子供たち同士で助け合わないとだめなん

だということでやっている学校もあります。いろいろな課題は

ありますが、「そんなに補助教員を町から配置してもらったら、

もっともっとできるだろう」と。そのあとに、最近は「まして

や、あのような校舎では」と言われるので、「それはちょっと

置いておいて」と言うのですが、そういうことをいつも議論し

ております。 

山内委員 ハード最強ですね。 

教育長 私からの補足は、以上です。 

教育総務課長 ありがとうございました。 

そのほかよろしいでしょうか。 
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では、次第５「議事」に入らせていただきたいと思います。 

ここから先は、町長が議長となり進行することになりますので、 

よろしくお願いいたします。 

町長 では、議事に入りますが、その前に今のお話を聞いて、本当に

いろいろみていただいたなというのを、時代が変わっても変わ

らないものと、時代が、背景があるからこそ出てきているよう

なこととか、いろいろ本当にあるんだなと。 

それで一つ、教育長も教育委員さんも学校の先生方も子供たち

もずっと入れ替わっていると。人が変わるから当然、起きる問

題とか成果なども全部変わっているわけですが、ただ、課題に

なっているもの、蓄積みたいなものというのは、多分どこかで

役に立つのだけど、それを誰かがとか、何かがを一貫して引き

継げるのは多分ないですよね。その経験則とか、その成功体験

も含めた、失敗体験もですが、多いのですけど、それはどこか

で本当は保持されていった方がいいのだろうなというようなこ

とは思いますよね。 

それは、地域社会全体が保持していくことなのか、どういうこ

とにしたらいいのか全然答えとかアイディアはないのですが、

お話を聞いている分では、そうだよね、そうだよね、多分 10年

前もあったし、多分 30 年前にもあったようなことで、同じこ

とで悩み続けている。人間だからしょうがないのですが、それ

が社会というものだというか、人類というものだといえばそれ

はそうなのでしょうけれども、それこそ弓矢で獣を獲っていた

時代から、うちの嫁はとか、うちのおばあさんとか、うちのは

狩りに行かないんだとか多分言っていたはずなので、石器時代

の人たちも、多分、同じように教育という部分では悩まれてい

ただろうなと。でも、その中から何とかいろいろやって生み出

してきたのだろうなというふうに思います。 

だから、社会とか仕組みがいろいろ成熟したりとか、アップデ

ートもしてきている分、それでここから得る何かというのも当

然あっていいと思うのですね。 

ただ、タブレットは、いつでもどこでも見られるだけで、教科

書には違いないわけで、紙だったか、電子データかだけで、そ

うすると教科書は教科書なので、嫌なら見ないということもあ

ったり。 

ただ、ＩＣＴ機器だとアップデートもすぐできるし、例えば動

画とか音とか、いろんなことで関心というか、何かしらのフッ

クはどんどん、ただの紙の教科書よりもいろんな可能性がある
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という部分ではすごくいいのでしょうけれども、教科書は教科

書ですから、だからどういうふうにそれに関心を持たせたり、

何かクッと食うというのか、そういうものを子供たちに与えら

れるのかなと思いながら聞いていました。 

あともう一つ、多分やられているとは思いますが、例えば先ほ

どの配慮しなければならない児童のお話がありましたが、こち

ら福祉サイドも絡んでやっているんですよね。どちらかという

と、学校教育というより社会福祉の方の問題が大きいというか、

例えばＡさんのことでいうと、学校の先生方ではなくて、これ

は保健師とか、何かそういうふうな行政組織側から本来、ちゃ

んとそのことを客観的に見るとこうだということを認識させら

れる。認識というのか、学校とか教育側だけだと相当大変だな

と思いますよね。 

もちろん連携はされているとは思うのですが、もっともっとそ

ういう意味では、ほかの主体、それは役場なのか、あるいは保

健福祉事務所なのか分かりませんが、もっともっと頼ってもら

う。頼るというか、チーム戦でやっていただいた方がいいと思

います。 

もうやられているとは思うのですが、ただ、そういう案件が逆

に増えてきているのかな。それが学校側でどうしても主体的に、

それは児童生徒のご家庭というがゆえになんだけれども、本質

的には多分、学校というか、教育側から主体でやっていくと本

当に苦労しか残らないのと、ちゃんとそれが客観的な目でこう

だよというものが受け入れられないがための不幸というか、や

らなくていい苦労ばかり、そのご家庭もですが、生み出してし

まうのかなと思いながら聞いていたところでございます。 

そこで何かがあれば、みんなで頼りながらチーム戦でというこ

とで、遠慮なくお願いしたいと思います。 

ということで、すみません、いろいろ話してしまいました。 

議事です。 

３点ございます。「生涯学習課所管の各種事業の状況について」

ということで、主にスポーツ施設です。社会体育施設の整備状

況・計画、それに対する指定管理の導入、また、前提となって

くるであろうスポーツ推進計画策定ということでございます。 

説明の仕方は委ねますので、生涯学習課からご説明ください。 

  

生涯学習課長 それでは私から、「生涯学習課が所管する各種事業の状況につ

いて」ということでご説明差し上げます。 
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①番の社会体育施設の整備状況・計画につきましては、今まで

もいろいろな場面でご説明を差し上げておりました。また、去

年も、第２回目で進捗状況等々も同じ用紙を使いまして説明を

させていただいております。 

②番目の社会体育施設の指定管理導入につきましても、11月の

教育委員会でも一度説明をさせていただいております。 

③番、女川町スポーツ推進計画策定、これが、推進計画を今作

っていますというような前振りはしておりましたが、骨子など

は今回初めてご説明差し上げるという形になります。 

それでは、順を追って説明をさせていただきます。 

まずはじめに、社会体育施設の整備状況・計画になります。 

進捗のあった部分を説明させていただきます。 

資料１－１で全体部分、資料１－２につきましては、番号がリ

ンクしてありまして、年度ごとの整備状況になっております。 

それでは、１番目、女川町総合体育館です。 

本年度、大規模な改修工事を行っております。こちらにつきま

しては、体育館の床、柔剣道場、トイレ、照明、トレーニング

コーナー、外壁の改修工事をやっております。 

３枚目の資料１－３をご覧いただきたいと思います。 

こちらに、11月末現在の改修の状況を載せております。 

外観につきましては、今、外壁の補修工事を行って足場を組ん

でいる状況。２枚目の写真につきましては、トイレの改修とな

っております。こちらは、和式から洋式に、また多目的トイレ

を設置するという形になります。下の写真は、震災でできたク

ラック、浮きの補修を行っております。 

一番下に、11 月末現在で、今のところ 22.2％の進捗です。12

月に入って大体育室の床の剥がし方も終わりまして、こちらの

進捗で３月 31 日までというような形で今進んでいるところで

す。 

続きまして、進捗のあったところといいますと、４番目、町民

野球場、こちらが本年度、供用開始をさせていただいておりま

す。去年の３月 31 日に完成しまして、そこから芝の養生を行

いまして、10月からフルで使えるようになっています。 

おかげさまをもちまして、いろいろな大会が 10月、11月に行

われて、利用が進んでいるという状況です。 

ただ、今、天然芝になっておりますので、12月から芝の養生と

いうことで、芝の部分は使用せずに、土のところでグラウンド

ゴルフをやったりということで、土のところを使いながら今は
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やっているという状況になります。 

今後、５番、６番、７番という形で整備していく形になります。 

６番の女川スタジアムにつきましては、管理棟とグラウンドは

完成しておりますが、周りの駐車場と芝生広場等が来年の 10

月の完成を目指して、今、入札を進めているというような状況

となっております。 

整備状況につきましては、以上です。 

次に、資料の２－１をご覧いただきたいと思います。 

今お話しました女川スタジアムを含め、社会体育施設に係る指

定管理導入関係でございます。 

今年の初め頃に女川スタジアムが完成いたしました。そのとき

の説明では、女川スタジアム単体での方向で、今、指定管理の

導入を進めていますという形でご説明を差し上げておりました

が、前回の教育委員会でも説明しましたが、指定管理を導入す

る意味とかそういったところを考えながら、こういった形で導

入するということをまとめさせていただきました。 

まず、１、はじめにということで、指定管理を行う目的といた

しまして、民間ノウハウを活かした指定管理制度を導入するこ

とにより、施設機能と連携した新たな収益をもたらし、町内全

体に波及的な経済効果を生み出すということを目的として行い

ます。 

２として、指定管理導入範囲です。 

こちらが大きく変わっております。 

コスト的なメリットを最大化するために、社会体育施設全体を

一括し完全な指定管理制度導入が必要と考えました。 

その下にありますとおり、総合運動場全体と今回完成しました

女川スタジアム、それと旧女川小学校体育館もありますので、

そちらを含む全体を含めた形で指定管理を行うという形で考え

ました。 

右側になります。 

３番目、指定管理制度導入の想定効果とメリットということで、

詳細については今後になりますが、まずは、①番、人件費の削

減が図られるというところで、現在、町のプロパーが３人、そ

こに会計年度職員が６人（昼４人、夜２人）でやっております。

これが指定管理を導入すると、人件費の削減が図られると考え

ました。 

また、②番、民間による多彩な事業展開というところで、やは

り公の施設でやっていると使用の幅がどうしても限られてきま
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す。そこを、民間のノウハウを活かして、いろいろな場面で積

極的に事業展開が行われると考えています。 

③番、新たな収益事業の創出ということで、やはりこれも指定

管理を導入するということで、いろいろな事業で民間主導の新

しい事業で収益が生まれるというような形になります。これに

よって、町内に及ぼす波及効果、宿泊や飲食が伴ってくるので

はないかというところです。 

④番目になります。こちらの収益構造の確立と町民利便性向上

の両立というところで、町内にありますＮＰＯ法人女川町スポ

ーツ協会、コバルトーレ女川、こういった既存の組織を活かし

て指定管理制度を行いたいと考えております。 

そうすることで、町民が納得する形での町民利便性向上をＮＰ

Ｏ法人女川町スポーツ協会でやっていただき、また収益構造の

確立というところでは、コバルトーレ女川ということで、双方

を担保することができるという形に考えております。 

４番目、事務スケジュールです。 

こちらに関しましては、女川スタジアムの管理状況等、特に天

然芝の利用状況を今後確認していく必要があるということで、

指定管理の導入につきましては、令和５年４月に行うという方

向で進めております。 

スケジュールに関しましては、次のページ、資料２－２で説明

させていただきたいと思います。 

こちらは、女川スタジアム事務工程表、スケジュールになって

おります。 

青で書いてある部分につきましては、既に終わっている部分と

いうところです。 

今回、12月の定例議会で女川スタジアム公園条例を上程して、

これが可決されております。 

今後、旧女川小学校体育館の条例であったり、女川スタジアム

の供用開始が１月からとなりますので、そちらを進めていきま

す。 

また、都市公園条例で指定管理もできるように改正を年度内に

行います。 

４月から、指定管理を公募によらないか公募になるかというと

ころを検討しながら、募集を行います。その後、約７カ月かか

るのですが、そこのところで調整を図りながら、令和５年４月

の指定管理を目指すということです。 

令和４年 12 月には指定管理のところの指定の議決をいただい
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たりというところで、来年度の事務が出てくるという形になり

ます。そちらに関しましては、こちらのスケジュールにより進

めていく形になります。 

これが、社会体育施設に係る指定管理導入の方向になります。 

それでは、資料３－１をご覧いただきたいと思います。 

こちらは、今施設が整備されまして、今度指定管理も導入して

いくというところで、こういったスポーツ施設を町としてどの

ような形で運用し、また指定管理を行った場合にどういった形

で町の方針がなっているかというところの説明をするためにも

こういった計画を策定していく必要があるということで、進め

るものでございます。 

まず、１枚目のフロー図になります。 

一番上にあります「女川町総合計画 2019」を基にしまして、そ

の下から作っていくという形になりまして、今現在仮称になっ

ておりますが、赤枠のところ、女川町スポーツ推進計画を策定

中です。 

こちらを踏まえながら、下の矢印になりますが、今後その施設

をどういった管理運営するかというような計画を作りまして、

それを示しながら指定管理と調整を図っていくというような、

１、２、３という形のステップで進めさせていただくというフ

ロー図になっております。 

資料３－２をご覧いただきたいと思います。 

今後のこの策定に係るスケジュールになっております。 

現在というところで青い線がありますが、こちらが 12月 20日

の前のところにあります現在のところになっております。 

まず、一番上のフェーズ（推進計画）につきましては、今、た

たき台が作成されております。そちらを基にしまして、今後の

女川町の現況等を確認するためにアンケートの実施を今後進め

ていきます。そのアンケートを整理・分析しながら、詳細の肉

付けを行って、取りまとめを行うという計画になっております。 

その下の緑のところです。管理運営計画、こちらも同じように

推進計画を整合性をとりながらアンケートを基に進めていくと

いうことで、３月中に骨子の作成に取り掛かります。その推進

計画に合わせながら詳細の作成を行っていって、７月の初めま

でに取りまとめたいというような計画になっております。 

また、下のところに、２のスポーツ推進計画、また下がって、

３のスポーツ施設管理運営計画につきましては、こういった１

章から５章、また、下のスポーツ施設管理運営計画につきまし
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ては、１章から６章というような項目で項立てをしていくとい

うような流れを今検討しております。 

では、次に、資料３－３、女川町スポーツ推進計画骨子案で説

明させていただきます。 

まず、１枚目をめくっていただきまして、１ページ、これは骨

子案なので、こういった形で進めますということです。 

この資料の中で青い部分がありますが、今後検討していくとい

う考え方を書いた部分になっております。 

はじめにというところで、教育長からの挨拶文になります。次

に、目次となります。第１章から第５章と、あと参考資料を付

けて冊子を作成するという形になっています。 

章ごとに説明をさせていただきます。 

３ページをお開きいただきたいと思います。 

第１章、スポーツ推進計画の策定ということで、１の策定の趣

旨です。 

こちらには、先程お話をさせていただきましたが、「女川町総

合計画 2019」を策定しています。その中で、５つの政策目標を

掲げており、教育・文化・スポーツ分野においては、「町民全

体が生涯にわたって学び合い、心豊かに、生きる力を育むまち」

とうたっております。これを踏まえまして、基本施策として、

「多世代が生涯にわたり、学習・文化・スポーツ活動に参画で

きる環境づくりを推進します」というふうな形になります。 

また、文部科学省でも「第２期スポーツ基本計画」をいうもの

を策定しておりまして、(１)から(４)を挙げております。 

このような状況を踏まえまして、今後本町が目指すスポーツの

施策の方向性を示す「女川町スポーツ推進計画」を策定すると

いう形で考えております。 

また、２、スポーツ推進計画の位置付けというところで、(１)

法的な位置付け、(２)国の計画との関係、(３)宮城県の計画と

の関係と併せてやっていくという形になります。 

４ページの３、スポーツ推進計画の構成と期間というところで、

(１)計画の構成は、今後、体系的なところをイメージ図を載せ

るような形になります。 

(２)計画の期間につきましては、「女川町総合計画 2019」と同

様に、今後 10 年を見据えた計画として策定します。ただ、国

の「第２期スポーツ基本計画」が５年であるということで、５

年を経過した段階でこれまでの５年を振り返り、次の５年に向

けた改訂を視野に入れるという形で考えております。 
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５ページをお開きいただきたいと思います。 

第２章では、スポーツを取り巻く現状と課題ということで、ま

ずは、これまでの歩み、スポーツ施設の整備状況、社会状況の

変化というようなところをうたっています。 

４番目にあります、スポーツに対するニーズと課題ということ

で、ここを捉えるためにやはりアンケートが必要ということで、

先程、初めにご説明しましたアンケートを実施します。 

このニーズというところで、町民であったりスポーツ関係者、

こちらからのアンケートを実施。また、健康づくりなども含む

ということで、健康福祉課の方々ともヒアリングを行いながら、

そういったニーズと課題を探っていくという形になります。 

次に、第３章、スポーツ推進のビジョンになります。 

この辺のところは今後策定されますが、スポーツ推進の意義、

基本理念、基本目標というところを策定していきます。 

次に、７ページ、第４章、具体的な取り組みになります。 

こちらも青くなっていますので、今後の検討課題になりますが、

具体的な取り組みということで、こちらの７つの項目を挙げま

して、そこに詳細を付けていくという形になります。 

次に、８ページ、第５章、計画の推進というところで、１番、

数値目標の設定です。こちらもアンケートを実施しまして、ど

のような形になるか、具体的な数値目標を設定したいと考えて

おります。その具体的な数値目標を設定することによりまして、

５年後にまた同じようなアンケートを取った場合に、その数値

の差で、今どの辺の目標設定の成果が出ているのかとか、そう

いったところの調査というか、比べることができるというよう

な考えを持っております。 

また、２番の計画の進捗管理をしながら、３番の推進体制及び

連携・協働体制をやっていくというような章立てで今骨子を固

めているところです。 

また、後ろの方に参考資料を添付して推進計画を策定していく

という形を考えております。 

以上、①、②、③は関連がありましたので、説明をさせていた

だきました。どうぞよろしくお願いいたします。 

以上です。 

町長 ということで、一括で説明がなされましたので、今ほどの説明

等につきまして、①から③まで一緒に取り上げさせていただき

たいと思います。 

教育委員の皆さんからご発言いただければと思うのですが、初
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歩的なことで、私から一つ。 

資料１－１、各施設の名称。名称は、条例上の名称ということ

でいいでしょうか。 

生涯学習課長 今現在もそうです。 

町長 改めて思ったのですが、「町民」と付いているものと「町民」

と付いていないものがありますよね。多目的運動場などは、一

つ目は付いていなくて、なぜ二つ目だけが「町民」と付いたの

か。最初の多目的運動場はいろいろな団体ばかり使ってあれだ

からといって「町民」と付けたのかなとか、当時何があったの

だろうとかいろいろ想像を巡らせるわけですが、一回、議会の

一般質問でそういう話が、佐藤誠一議員か誰かからあったよう

な気がするのですが、私は「町民」を外してもいいのではない

かと思っている派なのですが。私なんかは。だって、そうした

ら、町民女川庁舎、町民大ホール、女川町町民まちなか交流館。

別にどこの人が使っても本当はいいはずなので。本来的にはで

すよ。町民が優先利用というのは、それはもちろん一応地域の、

自治体のものだからあるにせよ、本来誰が使ってもいいものな

ので、「町民」という言葉は本来取るべきだなと私は思うので

すが、すみません、別にこれは今日の議題ではありませんので。

ですけど、やはり「町民」と付いているものと付いていないも

のが、これだけもうバラバラだと。女川町民スタジアムだった

ら、ちょっとやはり、女川スタジアムでいいですよね、これだ

と。「町民」はいらないのではないかなと、私は。すみません。 

生涯学習課長 「町民」のことですが、やはり前にも出ていて、多目的運動場

が最初にできて、二つ目にできた多目的運動場が第二と付けた

パターンで、多目的運動場は、第一多目的運動場ではなくて多

目的運動場で、その数字的なところであったりという、やはり

そういった施設の名称についていろいろと検討をというところ

で、ある機会を見て多分そういったところはそろえていくよう

な形になるというふうに考えております。 

町長 指定管理の話もありましたが、それに至る前にというか、その

中できちんとその名称についても考えてやっていった方がいい

かなとは思いますね。指定管理を受けたあと、指定管理者が変

えたいとなるとそれこそ面倒なので。誰が言っているんだとか

いろいろありますので、預ける前に、委託する前にこちらで片

付けるということにした方が。 

生涯学習課長 はい。 

町長 すみません。余計なことを言いました。 
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では、委員の皆さんから。 

中村委員 スポーツ推進計画の策定についてなんですが、特にアンケート

を取るということですが、アンケートというのは、目指す狙い、

達成のためにどのような手立てを取ればよいか探るために重要

な資料となることは本当に確かなのですが、町民のニーズとか

課題を探るということにつながっていくとして、具体的にはど

のような内容でアンケートを取るということを今考えているの

ですか。 

生涯学習課長 アンケートにつきましては、幅広い年代、小学校とか中学校を

使いながら、あと、今現在使っている利用団体、あと体育関係

というか、スポ少であったりスポーツ協会、そちらの体育館を

主に使っている方々にアンケートを実施したいと考えておりま

す。その中で、やはりニーズとなると、こういうものがあった

方がいい、ああいうものがあった方がいいというようなニーズ

が出てくるのかもしれません。 

また、子供たちに関すれば、もしかすると、こういったスポー

ツもやってみたい、スケボーであったりボルダリングであった

りというか、もしかするとそういったニーズが出てくるかもし

れないというところを考えながら、いろいろな新しいスポーツ

であったりという部分と、今現在使っている人たちがどういっ

たものを望んでいるのか、今使っていてどういった不便がある

のかというところも探ってみたいと考えています。 

そうなので、年代的には幅広い年代を考えます。 

ただ、女川町での懸念というのが、中間層で体育施設を使って

いる層が少ないんですね。仕事をしていてなかなか女川町の体

育館を使っていないという部分もあるので、ちょっと上の年代

の人たちとか若い人たちにはアンケートを取りやすいのですが、

今後の課題としては、その中間層にどうやってアンケートを向

けていくかというところが、そこからどんな意見を吸い出せる

かというところが課題になってくるので、今、そこのところの

アンケートの取り方を検討しているという段階です。 

中村委員 その多世代というのはすごく大事なことだと思うんですね。 

ただ、策定するということになると、意外と団体とかグループ

とか、そういうスポーツ団体に目が行きやすくなってしまうの

が一つ課題かなといつも思っているんです。 

本当に生涯にわたってスポーツ活動に参画できる町民というか、

そういうものを目指すとすれば、個での使用、そういう部分に

も視点を当てたアンケートというものを取って、それが今度の
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推進計画の中に入っていくと、個人での使用で、長くスポーツ

活動を続ける町民が増えていくのかなというふうな気もするん

ですね。 

長寿社会なので、すごく高齢者が多いということもあって、長

く、個人でも自分のペースでスポーツに親しむような人がたく

さんいる町というものも一つ視野の中に入れてアンケートを取

っていただけるといいのかなというふうに考えます。 

生涯学習課長 確かに個人利用の関係でなかなか、総合体育館、総合運動場の

ところで散歩している方々はいるのですが、個人の利用がやは

り少ないという現状は確かにあります。 

ただ、今後、公園施設、アスレチックであったり、そういうと

ころの芝生の場所も増えてくるので、そういった方々も視野に

入れながらというところでやりますが、先程言ったように、中

間層の年代ですか、その辺の捉え方も、個人的なところとか、

そういうところをどう捉えていくかというのは、一つ課題かな

と考えております。 

教育長 そこは、「女川町スポーツ推進計画骨子案」の６ページのとこ

ろで、私もこれからずっと長くやっていくうえでこの生涯スポ

ーツ云々ということは非常に大事だと思って、話し合いに参加

させていただきました。 

大きくは、今、中村委員がおっしゃった町民の視点というか、

生涯スポーツを普及するのは大きく一つだろうと。 

それからもう１点は、先程も話しましたが、こんなに恵まれて

いる施設、こんな環境というのはないと言われて、ああそうだ

よなと思って改めて認識したのですが、一方で、スポーツ観光

という言葉が妥当かどうかは別にしましても、そういうことで

大会を誘致するというような二本立てでやっていかなければな

らないのかなというようなことを、当たり前のことなんですが、

ここにうまく書いてもらえないかなということをアドバイザリ

ーにお願いしたのですが、そこは生涯学習課長といつも話して

いるんです。 

例えば、女川スタジアムができた。そこで、大会はもちろん誘

致します。そういうことは大々的にやっていきますが、一方で

町民も陸上競技場を使っていたようにというようなことも考え

られると思うので、そういうことも頭に入れながら作っていか

なければならない、そういうことをアンケートの中で聞けるよ

うにしたいというような話はしました。 

大事な視点だと思っております。 
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中村委員 だいぶ前にもお話をしたことがあるのですが、石巻市内のスポ

ーツ施設に女川町の町民の方たちが来て、そこでスポーツをし

ている。トレーニングジムであったりとか、そういう姿も多く

見られるので、ほかの市民の方たちから「えー、女川から来て

いるの？」という声がずいぶん上がっているんですね。 

だから、町の中にそういう場所があれば、個人的に例えばトレ

ーニングジムに行って汗を流したりスポーツに親しんだりとい

う、そういう居場所もあってもいいのかなと。それがまたコミ

ュニケーションの場にもなっていて、町民のつながりというも

のも深まっていく。そういう部分が提供できるような場所づく

りというのも大事なのかなと思います。 

生涯学習課 確かに、以前にお話をお伺いしました、よく石巻のスポーツク

ラブというんですか、ああいったところに行っている。今の本

町の体育館のウエイトトレーニングは重しがメインでというか、

重り系統、筋肉をつくるというか、トレーニングがメインで売

り物になっているというところで、多くの方がランニングであ

ったり自転車だったりという部分が少なくなっているというの

は正直なところです。だから、そこに特化して作っているとい

う部分があったもので、筋肉増強の部分はかなりウエイトとい

うか、その重しをそろえたようですが、その辺も課題になって

きているところがあるかなと考えていました。 

山内委員 指定管理制度導入に当たってなのですが、単純にコストを削減

されるとか新たな収益が出るというところの数字というのは出

ているものなのかなというのを思ったというか。ある種ゴール

だと思うので、しっかりしたその数字というものがあって、そ

れに向けてどういうふうに計画みたいなものがあるものなのか

どうなのかということを聞かせていただきたいと思います。 

生涯学習課長 金額的な、数字的なところはあまりはっきりは出てはいないの

です。ただ、今の総合体育館、これから始まる女川スタジアム、

そちらの維持管理経費であったり人件費という町の経費、ここ

が多分スタートラインになってくるのかなというふうに考えて

います。 

そこから指定管理を行うことによって、町の経費の部分が、こ

ういったいろいろな事業をやって収益を生む、その形で指定管

理料が少しずつ下がっていくというような形で、今やっている

維持管理経費を、町で行うと多分そのまま横ばいか、このくら

いの施設の運営で掛かっていく経費を、指定管理を行うことに

よってそれが削減されていくというような目標を考えてという
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形の指定管理の考えです。 

山内委員 何年後にはこのくらい削減されているという目標額みたいなも

のは、出すということですね。 

生涯学習課長 これからの積算になってきます。 

あくまでもそういった目標を削減していくというところを置き

ながら、あと、これから実際に維持管理経費が掛かってくると

ころを詳細の計算をしまして、そこで指定管理料をいうものが

出てくるので、指定管理料を普通に削減していくというような

形で見られればと。その積算が今これからということになりま

す。 

横井委員 今のと関連して、指定管理はスポーツ協会とコバルトーレ女川

プラスアルファとあるのですが、今のところ具体的な案件とい

うのはあるのでしょうか。  

生涯学習課長 やはりＮＰＯで持っている町民主体の部分、あとコバルトーレ

で持っている部分ということで運営の部分、それに、もしかす

ると警備であったり、二次管理的なところの部分、これも同じ

く一緒に指定管理に入るのであれば、もしかするとプラスアル

ファでその利益の削減につながるのではないかというところ、

はっきりしたところは見えていないのですが、そういった部分

が一緒にもし入ってくるのであれば、削減につながっていくの

ではないかというところのプラスアルファ。あとは、警備であ

ったり、それこそ維持管理の部分であったりというところが一

緒になってくればというようなところでのプラスアルファを考

えています。 

新福委員 私が気になったのは、女川町スポーツ推進計画の骨子案なんで

すが、その目次のところで１章から５章まで策定中のようです

が、ちらっと見たときに、この中で最も一番強く押し出したい

と思っているところがどこなのかという、何かよく分からなく

て、おそらく序章のところで、女川町の今後の取組を重点的に

書くのかなと思ったりもするのですが、第１章と第５章の計画

の推進とのつながりで離れていたりとか、何か一般論のところ

と女川町独自のところみたいなところが交互に混ざり合ってい

るような感じがして、この流れみたいな、つながりみたいなと

ころが読んでいてちょっと分からないところがあったので、も

うちょっと順番を考えたり、骨子を、目次についてはもうちょ

っと検討した方がいいかなと。特に順番について私は思ったの

ですが、そんなところです。 

生涯学習課長 ご意見ありがとうございます。 
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確かに、重要なところは第１章と第５章になってきます。その

中の取り組みのところの順番立ては検討させていただきたいと

思います。第４章の取り組みと計画の流れのところで。 

新福委員 一般的な本を作るときは、大体この第２章、第３章から入って、

そしてヤマ場に序章のところの中心が入って、そして計画の第

５章が入って、第４章の取り組みと、こういう流れが分かりや

すいという気はするのですが。これから先、問題は中身になる

とは思いますが。 

教育長 ここは、ご指摘のとおりのところはあるのですが、最初にどう

しても１章の部分を強く出したところがあって、例えばここを

「はじめに」ということにして、まず、スポーツと取り巻く現

状と課題みたいな全体的なこと、そして女川の現状を入れて、

だから女川でこういうことをしたいというような流れの方がも

しかすると分かりやすいかもしれませんね。 

新福委員 行政文書と一般的なものは違うので、僕はそのあたりの扱い方

はよく分からないので。 

生涯学習課長 ここはまだ骨子案なので、その辺のところも踏まえていきたい

と思います。 

教育長 女川ではこういうふうにしたいというようなものを前面に出し

たいのです、流れとして。目次を見ただけでも分かるようには

したいと思っていました。 

新福委員 これは、全部女川ではこういうことをやりたいということです

か。 

生涯学習課長 中に県や国との関わりもありますので・・（「が入っていますよ

ね」の声あり） 

教育長 一般的なことから女川に特化してやって、現状がこうだから女

川ではこういうふうにやりたいんだというようなことを膨らま

せていくという流れの方が、もしかして。 

新福委員 そうですね。そこが分かればいいとは思います。 

町長 ほかの皆さん、よろしいですか。 

基本的に指定管理制度にもっていくこと自体には多分、委員の

皆さんも、そこはご意見というのでしょうか、異論はないんだ

というふうには思うのですが、今のお話にもあるように、何の

ためにやるかと、まずは。その達成のために制度の構築という

か、枠組論とかがそちらに今度付いていって、あとはそれを誰

が見ても分かるような形でというのが、今、教育長がおっしゃ

っていましたが、こういう計画ベースで押し込まれていくとい

うことだと思います。 
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これから具体的なところというのは進められると思いますが、

教育行政ではない部分でも、例えば地域活性化で収益のところ

みたいなものがあったりするので、進めるにあたって、生涯学

習課がもちろん現所管ということではありますが、町長部局、

特に産業部門と連結がより重要になってくるだろうというふう

に思いますので、可能な形で共有を担当ベースでしていただき

つつ、また委員の皆さんのご議論というか、考え方というもの

も十分踏まえつつ、ぜひ進めていただければというふうに思う

ところです。 

これについては、進め方の確認というところが今日は大きいと

ころかなと思いますので、そういったところで今日の部分はよ

ろしいでしょうか、皆さん。 

あと施設名称はよく考えていただいて、取り扱っていただきた

いというふうに思います。 

あと、首長としてのところで言うと、費用対効果の表し方がど

うしても出てくるのですが、あまりそのための散文にならない

ようなということで、実質的にどうかというところがすごく重

要になってくると思うので、そこは多方面にフラットにいろい

ろな積算やシミュレーションをしてみた中での比較というのは

しっかり行っていただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

では、議事の(１)についてはよろしいですか、皆さん。 

 （「はい」の声あり） 

町長 では、生涯学習課所管事業の三つの議事については終わらせて

いただきます。 

あとは、(２)その他ということでございますが、委員の皆さん、

あるいは事務局からございますか。特段よろしいですか。 

では、私から一つ、せっかく皆さんがいらっしゃいますので、

今後の部分、特に組織についての考え方を事前にお話ししてお

いた方がいいかなというところです。 

今ほど指定管理のお話もございましたが、指定管理の目的には

当然、行政の合理化ですとか財政面からの、あまり圧縮という

言葉は使いたくないのですが、効果的な財政運営という面も当

然側面としてあるわけですが、つまり直営でなくなるがゆえに、

人の配置も委託することで減らしていくということが当然あっ

たりもします。 

そういう中で、この指定管理がどのタイミングになるかという

のは別にいたしましても、役場職員の定数もどんどん当然抑制
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する方向で、今日的な行政全体の流れの中でやらざるを得ない

というところの中で、教育委員会も含めた組織のスリム化とい

うのでしょうか、改変ということは今後必須になってくると。 

教育委員会でいうと、今は２課体制ですね。教育委員会があっ

て、教育長が入って２課体制ということですが、教育委員会事

務局ということで一本化ということは、どこかでやっていくこ

とになります。 

早ければ来年度考えなければならないかもしれませんし、ある

いはこの指定管理が一つタイミングということにもなってこよ

うかと思うのですが、町行政組織全体としてのそういう方向の

中で、町長部局の中でも整理というのか、再編して統合できる

ものは統合ということになります。 

あとは、業務によっては分離せざるを得ないといったというの

か、例えば今後でいうと、水道、下水道関係は切り離しです。

企業会計が適用になってくるので、今の形のままだといろいろ

考えなければいけないとかがあって、ものによっては分けたり

もするのですが、産業関係については、私が就任したときはま

だ商工観光課があったんですよね。商工観光課と水産農林課で

産業振興という一本にさせてもらったりとかいろいろやって、

統合あるいは分離というのはやはりどこかで出てきますので、

その中の一つとして、教育委員会組織についても検討していく

ことになりますので、その点、まずは委員の皆さんにはご承知

おきいただければというふうに存じます。 

あとは具体的にまた教育長とやりとりさせていただきつつ、今

後の教育委員会の例月の会合等でも情報を教育長からご報告な

りしていただけると思いますので、よろしくお願いいたします。 

ほか、皆様からは特によろしいですか。 

 （「はい」の声あり） 

 （発言なし） 

町長 なければ、議事としては以上で終わらせていただきます。 

では、事務局に戻します。 

13 そ の 他  

教育総務課長 ありがとうございました。 

では、次第６番の「その他」でございます。 

何かございますでしょうか。 

教育長 前回の教育委員会会議から期間がないのですが、何か耳に入っ

ていることとか、こういうことはどうなんだということがあっ

たら、もう少し時間がありますので、この場で委員の皆様方か
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らお出しいただければと思います。特に情報とか入っているこ

と等ありましたら。いつもの協議会みたいになってしまうので

すが。 

では、また来週、教育委員会会議が 23 日に行われますので、

そのときに、いっぱい耳に入れてきていただいてお願いできれ

ばと思っております。 

こちらからは、特にございません。 

教育総務課長 それでは、以上をもちまして、令和３年度第２回女川町総合教

育会議の一切を終了させていただきます。 

本日は大変お疲れさまでした。 

14 閉  会 午前 11時 50分 

 


